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日　：令和２年２月20日㈭
場所：奈良県知事室

日　：令和２年２月20日㈭
場所：奈良県産業・雇用振興部　部長室

奈良県知事と面談

　荒井正吾奈良県知事と塚本哲夫会長が面談し、トラックドライバ一の健康管理対策等が話題となりま
した。

奈良県産業・雇用振興部長へ報告

　塚本哲夫会長、中秀夫副会長が中川裕介産業・雇用振興部長を訪問し、トラック運送業界の現状及び事
業の進捗状況や現在の取組み等について報告しました。

1▲写真右から前野孝久産業振興総合センタ一長、中川産業・雇用振興部長
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日時：令和２年２月４日㈫ 午後２時～
場所：奈良国道事務所
主催：国土交通省奈良国道事務所　奈良県県土マネジメント部

　令和元年度第２回奈良県渋滞対策協議会が開催され、（公社）奈良県トラック協会から交通安全・労災
防止対策委員会副委員長の吉岡運送株式会社　代表取締役　吉岡幹自氏が出席しました。

奈良県渋滞対策協議会
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▲吉岡運送株式会社　吉岡幹自 氏



日時：令和２年２月１日㈯ 午後１時50分～
場所：かしはら万葉ホール　５階レセプションホール

【橋本五郎氏プロフィール】　読売新聞特別編集委
員。1946年秋田県生まれ。1970年慶應義塾大学法
学部政治学科を卒業後、読売新聞社入社。‘75年
に本社社会部、‘76年より政治部、論説委員、政
治部長・編集局次長を歴任。‘99年からは日本テ
レビ系列「ジパングあさ６」「ズームイン！！朝」
でニュース解説を担当。2006年12月より現職。
　日本テレビ「スッキリ！」、読売テレビ「ウェー
クアップ！ぷらす」、「情報ライブ　ミヤネ屋」に
レギュラー出演。2014年日本記者クラブ賞受賞。
主な著書に、『宿命に生き 運命に挑む』（藤原書
店）、『官房長官と幹事長』（青春新書インテリジェ
ンス）、『心に響く51の言葉』（中央公論新社）、『総
理の覚悟』、『総理の器量』（中公新書ラクレ）、『「二
回半」読む』、『範は歴史にあり』（藤原書店）他。

　開会に際し、主催者を代表し
て（公社）奈良県トラック協
会の塚本哲夫会長があいさつ。
「我々トラック運送業界は、安
全で安心な輸送サービスを提供
し続けることを社会的使命とし
て『輸送の安全』を最優先に、
令和の時代にふさわしいトラッ
ク輸送産業の実現に向けた取組
みを進めて参りたい」と述べま
した。講演会には約200人が参
加。熱心に聴講していました。

　橋本氏は歴代総理大臣や安倍
晋三首相との付き合い、また多
数のテレビ出演経験の中からエ
ピソードを交えて講演。「どう
する地方創生！　～真の再生は
足元から、自らの手で～」とい
う演題で、震災時など非常時に
おける政治の力の大切さや謙虚
な政治について語りました。氏
は自身の故郷・秋田県の母校で
ある小学校が統合されることに
なった際、自身の蔵書２万冊を
寄贈して住民らとともに図書館
をつくったエピソードを紹介し、
自分たちの手で地方創生のため
にできることからすることが大

地方創生は自分たちの手で

第 3 5 回　物流セミナー

切と説きました。また、母親と
のエピソードにはハンカチで目
頭をぬぐう姿もありました。政
治には弱者への思いやり、謙虚
な姿勢が大切で、地方を切り捨
てないで一人暮らしのお年寄り
がいる町や村もある。こういう
人を大切にする政治であってほ
しいと締めくくりました。
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▲橋本五郎氏



日時：令和２年１月25日㈯ 午後１時～
場所：奈良県文化会館　国際ホ一ル
主催：奈良県

　自衛隊の災害派遣活動をテ一マに、陸上自衛隊第32代陸上幕僚長火箱芳文氏が「即動必遂-東日本大震
災と自衛隊の危機管理」と題して講演し、協会から災害時緊急対策委員長の西川直利理事が参加しました。

　火箱氏は、災害派遣の枠組み、地方公共団体との連携の強化や過去の災害派遣、大規模震災対処計画等
について講演し、「危機に対する備え」として、危機的瞬間にあっては、手続き的万全さより迅速にして
実効性ある決断が優先（今やらずして一体いつだれがやる）され、直観力（判断力、決断力）の源は知識
と体験・知恵であると講義しました。
　西川委員長は、「奈良県との連絡態勢、防災総合訓練への参加、協会の体制の確立がいかに重要か等に
ついて改めて認識しました。」と話しました。

県防災講演会に西川災害時緊急対策委員長が参加
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▲村井副知事

▲火箱芳文 氏
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８事業所と44名の運転者を表彰

日時：令和２年２月７日㈮　午前10時30分～
場所：奈良県トラック会館２階

優良事業所表彰式・優秀運転者顕章伝達式

　式では塚本哲夫会長が「現 

在、適正運賃、料金により人材

確保することで長時間労働の是

正をすることが最重要課題と

なっている。官民協力で労働環

境改善に取り組み、安全安心な

トラック輸送産業のさらなる発

展を願っています。」とあいさ

つ。来賓の近畿運輸局奈良運輸

支局伊藤徳男支局長が、「受賞

者の優秀運転は努力の賜物。ホ

ワイト物流の推進とさらなる輸

送の安全により、我が国の経済

と社会を支えるべく、今後のま

すますの活躍を願っています」

と祝辞を述べました。

▲優良事業所表彰受賞事業所の代表と伊藤支局長（前列中央）、松尾首席運輸
企画専門官（前列右から３人目）

　平成31年１月から令和元年12月の適正

化事業指導員による巡回指導において、

評価が「Ａ」、かつ「適」の判定が95％

以上であった事業所に対して、公益社団

法人奈良県トラック協会会長より、８事

業所が表彰されました。

〈優良事業所表彰〉
富士運輸株式会社　奈良支店

奈良ＬＰＧロジネット株式会社　桜井営業所

株式会社セルフプライズ　本社営業所

株式会社リーブ　関西営業所

ヤマト運輸株式会社　橿原北支店

新口運送店　本店営業所

大和運輸株式会社　本社営業所

ヤマモト運送株式会社　本社営業所

優良事業所表彰式
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▲祝辞を述べる伊藤徳男支局長



▲優秀運転者顕章（銀十字章）受章者

▲優秀運転者顕章（金十字章）受章者

▲優秀運転者顕章（銀十字章）受章者 

　トラック運送事業の運転者と
して、永きに亘り運転の業務に
従事し、その成績が優秀であっ
た方に対して、金・銀の各十字
章を、公益社団法人全日本ト
ラック協会会長より、44名が表
彰されました。

〈金十字章〉
　満20年以上、無事故無違反
　５名受章

吉田泰巳　三和運輸株式会社
菊谷　勉　株式会社大紀
山下昌亮　タニハナ物流株式会社
金谷直樹　奈良三笠運輸株式会社
野村光章　大和急行運輸株式会社

優秀運転者顕章（金・銀）伝達式

〈銀十字章〉
　満10年以上、無事故無違反
　39名受章

⻆井憲一　株式会社愛和
際本博久　株式会社海生
中井雅志　近畿福山通運株式会社
諏訪和沖　山陽運輸株式会社
岩田　伸　三和運輸株式会社
浦　征士　　同
岡本辰也　　同
北中裕慎　　同
笹川友啓　　同
杉田清治　　同
但馬健太　　同
鶴岡誠雄　　同
松村安祥　　同
木村隆雄　株式会社西和物流
小山貴宏　株式会社大紀
阪村晴美　　同
西上雅博　　同
原　英二　　同
山谷孝昭　　同
田内成幸　タニハナ物流株式会社
上平淳一　東亜商事株式会社
川原慎也　　同
原田信一　　同

松岡伸浩　東亜商事株式会社
吉本憲司　　同
東　孝尚　株式会社都通
盛田直樹　　同
中谷一雄　株式会社ナミット
平佐　豊　　同　
高﨑信也　奈良三笠運輸株式会社
岡村智生　西川運輸倉庫株式会社

島田英士　有限会社八仙興業
玉岡伸之　福住運輸倉庫株式会社
永井洋行　　同
岸本昭彦　有限会社平和運輸
山口史志　モミキ運送株式会社
山口伸行　森本運輸株式会社
田中　実　大和急行運輸株式会社
山口栄治　　同
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日時：令和２年１月28日㈫ 午後１時～午後５時
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　参加者９人

荷主事業場の荷役災害防止担当者教育講習会

で説明がありました。陸上貨物
運送事業の労働災害は、平成27
年以降、全産業の約10％で推移
しており、そのうち７割が荷役
作業中に起きています。また、
その多くが荷主先で発生してい
る等の報告がありました。
　こういった現状をふまえ、陸
上貨物運送事業労働災害防止協
会 安全管理士の酒井雅彦氏よ
り、厚生労働省策定「陸上貨物
運送事業における荷役作業の安
全対策ガイドライン」にそって、
荷役作業における労働災害防止
対策、荷役作業の安全衛生教育、
陸運事業者との連絡調整、関係
法令などについて講習が行われ、

　全労働災害に占める陸上貨物
運送事業の労災事故が多いこと
から荷主事業場の荷役災害防止
担当者に対する安全衛生教育講
習会が開催されました。まず、
奈良労働局労働基準部健康安全
課　地方産業安全専門官の稲垣

剛氏より、奈良県の労働災害の
状況について、過去10年の資料

講習会終了後には参加者に修了
証が手渡されました。

荷役作業中の事故が７割

主な内容は以下の通りです。

　荷役作業現場における労働災
害の防止対策について、作業従
事者は、荷役作業は安全なもの
ではないということを理解し、
墜落や転倒事故を防ぐための措
置を講じること、飛び乗りや飛
び降りをしないこと、ヘルメッ
トをかぶること等の基本ルール
を守ること。陸運事業者、荷主
においては、フォークリフトの
爪の着色、後部ミラー、バック
ブザー等の設置のような環境の
整備をすすめていくこと、構内
ルールを守ってもらうことなど。
またコストや効果も記載した
「荷役災害防止設備等の事例集」
でも具体的に説明。労災事故は、

未熟練労働者に多いので、安全
衛生教育を徹底して行い、安全
を確保する能力を身につけるこ
とで減らしていける。また、安
全衛生計画の作成、陸運事業者

と荷主の安全衛生協議会を設置
し、連携していくことで、陸運
業の荷役災害を減らし、安全を
確保する組織づくりをしてほし
い。

▲稲垣剛氏

▲酒井雅彦氏
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日時：令和２年２月５日㈬ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階研修室　　参加者13人

上、さらに生産性向上をはかっ
ていくことができる。

生産性向上に向けたIT機器の紹
介（成功事例）
　テキストではIT活用の成功
例として16の事例を紹介。クラ
ウド型のトラック運送管理シス
テムや食品物流在庫管理システ
ムでの効率化、WebKID活用に
よる売上拡大、IT点呼による
効率化、ホームページによる新
規顧客の開拓、配車計画システ
ム等それぞれの事例で導入に要
した期間やコスト等も紹介し、
導入の効果や成功のポイントに
ついても解説。

情報セキュリティーと個人情報
保護
　IT導入とともに、あらゆる
機器がインターネットにつなが
り、便利になった反面、情報ネッ
トワークを利用した犯罪も増え
ているので、セキュリティー対
策や教育、対応策についても
しっかり準備しておく必要があ

　長時間労働や若年ドライバー
不足等厳しい状況の中、「働き
方改革関連法」が成立し、さら
なる業務の効率化、生産性の向
上を図るため、ITを積極的に導
入・活用し、経営効率を向上さ
せるためのセミナー。講師は近
代経営システム研究所 代表の
森高弘純氏。中小トラック運送
事業者がIT化を図るための効
果的な取り組みについて多くの
実例を紹介しつつ解説しました。
主な内容は以下のとおりです。

ITの活用状況と活用方法
　全ト協が平成30年に実施した
IT機器活用調査によると、IT
導入状況はドライブレコーダー
が86.2%、デジタルタコグラフ
が77.3％の普及。昨年度より若
干すすんでいるものは、ホーム
ページ、動態管理、Web受発
注だが、大きな変化はなく、導
入が一巡していると思われる。
今後導入したいと考えている機
器(システム)はIT点呼が最も多
く、配車管理、動態管理と続く。
ITを活用していくことで、業
務の効率化、安全確保の仕組み
を構築し、受注確保や人材確保
などをはかり、トラックドライ
バーの労働時間の短縮や賃金向

る。法令を遵守し、残業時間を
短くするだけではなく、賃金が
減らないように生産性を向上さ
せないといけない。ITを活用
することで、物流の効率化をは
かり、収益力を高めて、経営改
善を図ってほしい。

※全日本トラック協会 平成30年度の調査より

中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー
～ＩＴを活用した生産性向上～
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▲講師の森高弘純氏

■今後導入したいＩＴ機器（システム）

中小トラック事業者の情報活用
■ＩＴ導入の現状



　奈良市阪原町のモミキ運送株式会社

（代表取締役　樅木弘隆氏）では、奈

良市柴屋町の奈良営業所で毎月安全講

習をグループ単位で実施。取材日の講

習はプロパン部門のドライバーを対象

に地域安全マップを活用して危険個所

などをチェック。講師の樅木一弘専務

は「我々ドライバーが危険を予測し

て、交通弱者を守ってあげないといけ

ない」とプロドライバーとしての意識

付けを呼びかけました。同社では４ト

ンと10トン、軽４にはドライブレコー

ダーやデジタルタコグラフを搭載して

おり、２トン車への導入を進めている

ところです。事故を減らすための対策

を着実に進めています。

トラック運送事業は安全が最優先

10

▲地域安全マップで事故多発地点などを説明する樅木一弘専務

モミキ運送株式会社
　　　　　　　　　

危
険
を
予
測
し
て

　
　
　
　
事
故
を
回
避



日　：令和２年１月25日㈯
場所：黒滝 森物語村 (吉野郡黒滝村)

　奈良県トラック協会吉野支部通常総会と新年会が黒滝森物語村で開催されました。清水益成支部長は、
事業用トラックの交通事故防止への日常の取組、働き方改革に伴う各種講習会の受講等、運送事業者とし
ての当面の課題について挨拶を兼ねて説明しました。

吉野支部通常総会

11

▲前列右から二人目が清水支部長



詳細は（公社）全日本トラック協会のホームページをご覧ください。

◆全日本トラック協会ホームページ
　HOME > 会員の皆様へ > 調査・研究 > トラック運送業界の景況感（速報）

公益社団法人　全日本トラック協会

第１０８回

ト ラ ッ ク 運 送 業 界 の 景 況 感 （ 速 報 ）

業況判断指数（日銀短観12月調査）は、中国経済を中心とした世界経済の減速や消費税増税

（10/1）による消費落ち込みを受け、大企業・製造業の多くの業種で下押しされ、4四半期連

続で悪化し、平成25年3月調査以来の低水準となった。

こうしたなか、令和元年10月～12月期のトラック運送業の景況感は、運賃・料金の水準はプ

ラス圏を維持したものの、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減等により輸送数量は減少

し、その結果、営業収入及び経常利益が悪化基調に転換したことから、業界の景況感は▲52.3

となり、前回（▲27.3）から25.0ポイント悪化した。

なお、今後の見通しは、世界経済の動向、中東情勢による燃料価格の上昇圧力、消費税増税

による輸送数量減少、新型コロナウイルス蔓延による経済活動への悪影響など、不透明な経営

環境が続く見通しを反映し、業界の景況感は▲61.4（今回▲52.3）と9.1ポイント悪化する見

込みである。

令和 ２ 年 ２ 月 １３ 日

令和元年１０月～１２月期
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第108回 トラック運送業界の景況感（速報）



１　業界の景況感：今回（令和元年１０月～１２月期）の概況と今後の見通し

業界の景況感

・今後はやや悪化する見込み。

今回の
状況

今後の
見通し

・前回より25.0ポイント悪化した。

0.7 

0.2 

0.0 

10.8 

8.2 

6.7 

53.0 

39.8 

33.7 

31.4 

42.7 

51.3 

4.1 

9.1 

8.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に好転 やや好転 変化なし やや悪化 大幅に悪化

(‐27.3)

(‐52.3)

(‐61.4)

（注1）各グラフ（3段の横棒グラフ）の上段は前回（R1.7月～9月期）の状況、中段は今回（Ｒ1.10月～12月期）の状況、下段は今後（Ｒ2.1月～3

月期）の見通しを示す。いずれも前年同期比の回答である。

（注2）各グラフ（3段の横棒グラフ）の構成比は四捨五入のため、合計が100にならない場合がある。

（注3）各グラフ（3段の横棒グラフ）右側にあるカッコ内は判断指数。各判断指数は、各設問の回答に対し、「大幅に増加・上昇・好転、労働力

不足」は+2、「やや増加・上昇・好転、労働力不足」は+1、「横ばい」は0、「やや減少・低下・悪化、労働力過剰」は-1、「大幅に減少・低下・悪

化、労働力過剰」は-2の点数に置き換え、平均を100倍することにより各判断指数を算出している。

Ａ（設問Ａの回答者数）＝a1+a2+a3+a4+a5（設問Ａの選択肢１～５の回答数の和）

指標＝｛(+2×a1)＋(+1×a2)＋(0×a3)＋(-1×a4)＋(-2×a5)｝÷Ａ×100 

• 業界の景況感は、「好転」とした事業者は8.4％（前回11.5％）、「悪化」とした事業者は51.8％

（前回35.5％）で、判断指標は▲52.3となり、前回（▲27.3）から25.0ポイント悪化した。

• 業界の景況感の今後の見通しは、▲61.4（今回▲52.3）と9.1ポイント悪化する見込みである。

-27.3 

-52.3 

-61.4 
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トラック運送業界の景況感の推移（H20以降）
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・前回より3.2ポイント低下した（不
足感が弱くなった）。

・今後はやや水準を上げる見込
み。

・前回より4.3ポイント低下した。

・今後は水準を下げる見込み。

実車率

雇用状況
（労働力の不足感）

採用状況

２　共通の概況①：今回（令和元年１０月～１２月期）の状況と今後の見通し

今回の
状況

今後の
見通し

実働率

・前回より22.3ポイント悪化した。

・今後は水準をやや下げる見込
み。

・前回より23.1ポイント悪化した。

・今後は水準を僅かに下げる見
込み。

0.9 

1.0 

0.7 

19.4 

11.5 

8.3 

55.8 

51.1 

52.9 

20.1 

30.4 

33.0 

3.7 

5.9 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に上昇 やや上昇 横ばい やや低下 大幅に低下

(‐6.4)

(‐28.7)

(‐33.5)

0.9 

0.7 

0.2 

17.5 

10.4 

9.0 

60.0 

54.5 

54.8 

18.9 

28.9 

31.0 

2.8 

5.6 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に上昇 やや上昇 横ばい やや低下 大幅に低下

(‐5.3)

(‐28.4)

(‐31.8)

21.3 

19.7 

24.1 

45.7 

44.3 

43.9 

30.2 

34.3 

29.9 

2.3 

1.5 

2.0 

0.5 

0.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

不足 やや不足 適当 やや過剰 過剰

(85.0)

(81.8)

(90.1)

1.6 

1.0 

0.3 

17.7 

15.3 

12.3 

59.7 

62.2 

61.4 

18.0 

18.1 

21.2 

3.0 

3.4 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に増加 やや増加 変わらない やや減少 大幅に減少

(‐3.2)

(‐7.5)

(‐17.7)

（注4）雇用状況については、上段は前回（R1.7月～9月期）の状況、中段は今回（Ｒ1.10月～12月期）の状況、下段は今後（Ｒ2.1月～3月期）

の見通しを示しているが、前回及び今回は前年同期比ではなく「その期の状況」を、見通しは「前年同期比の見通し」を集計している。

• 実働率は▲28.7（前回▲6.4）と22.3ポイント悪化、実車率は▲28.4（前回▲5.3）と23.1ポイント悪

化し、前回と比較して輸送効率は悪化した。

• 採用状況は▲7.5（前回▲3.2）と4.3ポイント低下。雇用状況（労働力の不足感）は81.8（前回

85.0）と3.2ポイント低下し、労働力の不足感は弱まった。

• 実働率は▲33.5（今回▲28.7）と4.8ポイント悪化、実車率は▲31.8（今回▲28.4）と3.4ポイント悪

化し、輸送効率は悪化する見込みである。

• 採用状況は▲17.7（今回▲7.5）と10.2ポイント低下する見込みである。雇用状況（労働力の不

足感）は90.1（今回81.8）と8.3ポイント上昇し、労働力の不足感は強まる見込みである。

-2-
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【調査の概要】

※一部回答事業者の重複あり

貨物の再委託
（下請運送会社への委託割合）

経常損益

特積

３　共通の概況②：今回（令和元年１０月～１２月期）の状況と今後の見通し

今回の
状況

今後の
見通し

所定外労働時間

・前回より11.2ポイント減少した。

・今後も今回とほぼ同様の水準
の見込み。

・前回より12.8ポイント減少した。

・今後も今回とほぼ同様の水準
の見込み。

・前回より25.2ポイント悪化した。

・今後は水準をやや下げる見込
み。

69

一般

563

回答事業者
全体

591

1.5 

1.7 

1.0 

16.7 

12.0 

11.0 

64.0 

61.1 

62.9 

14.7 

20.7 

20.9 

3.1 

4.5 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に増加 やや増加 変わらない やや減少 大幅に減少

(‐1.3)

(‐14.1)

(‐16.0)

1.2 

0.5 

0.0 

23.7 

17.5 

11.9 

43.1 

36.7 

38.6 

26.9 

36.0 

43.2 

5.1 

9.3 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に好転 やや好転 変化なし やや悪化 大幅に悪化

(‐11.0)

(‐36.2)

(‐43.9)

0.4 

0.7 

0.7 

11.6 

7.6 

7.7 

58.9 

55.7 

54.6 

26.5 

32.4 

34.7 

2.6 

3.6 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

見通

大幅に増加 やや増加 横ばい やや減少 大幅に減少

(-19.4)

(-30.6)

(-30.4)

平成5年3月より開始、以降3カ月ごとに実施。第108回

調査は、令和2年1月1日に、モニターに対して調査開

始、令和2年1月31日回収分までを集計。

• 所定外労働時間は▲30.6（前回▲19.4）と11.2ポイント減少し、貨物の再委託（下請運送会社

への委託割合）は▲14.1（前回▲1.3）と12.8ポイント減少した。

• 経常損益は▲36.2（前回▲11.0）と25.2ポイント悪化した。

• 所定外労働時間は▲30.4（今回▲30.6）と0.2ポイント増加、貨物の再委託は▲16.0（今回

▲14.1）と1.9ポイント減少する見込みである。

• 経常損益は▲43.9（今回▲36.2）と7.7ポイント悪化し、経常損益の水準は落込む見込みである。

-3-
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　　2019 年 12 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

105.12   96.94 103.63

　　2019 年 12 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ＪＸＴＧエネルギー 103.33   96.80 104.20

出光 108.50   96.92 101.29

昭和シェル 110.00   96.55 100.90

エクソンモービル

キグナス   96.50

コスモ 100.45   95.43 105.33

その他 104.76   98.05 104.04

　　2019 年 12 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 105.48   97.04 104.75

30～50キロリットル未満 100.50   96.25   97.89

50～100キロリットル未満   97.87 101.13

100キロリットル以上   95.70 100.50

　　2019 年 12 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 107.87   97.15 103.40

30～60日未満 105.09   96.31 103.55

60日以上   97.20 100.93 105.60

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2019年８月 103.53   93.10 100.44

2019年９月 103.05   93.11   99.92

2019年10月   99.62   93.36   99.41

2019年11月 103.54   94.79 101.10

2019年12月 105.12   96.94 103.63

※消費税抜きの価格となります。

令和２年１月24日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2019年12月）



奈良運輸支局からのお知らせ

毎年３月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受け、自動車

の検査・登録の各種申請が、窓口に集中します。 

この時期は、申請者の皆さま方には長時間お待ちいただくなど大変ご迷惑をおか

けすることとなります。

このような状況を緩和するため、自動車の移転登録（名義変更）や抹消登録（廃

車）等の各種手続き及び検査につきましては、できるだけ早期に済まされるようお

願いします。 

登録及び検査関係の案内につきましては、ヘルプデスク「０５０－５５４０－２

０６３」（音声又はＦＡＸサービス）により２４時間行っています。

また、近畿運輸局ホームページ「http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/」で、各種手続き案

内を掲載していますのでご利用ください。

近畿運輸局奈良運輸支局 
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令和２年度

無事故・無違反優良ドライバーコンクール
令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

 
近畿交通共済協同組合では、安全運転を心がけ、模範となる無事故の優良なドライバー

を表彰することで、交通安全意識を高める目的で、「無事故・無違反優良ドライバーコンク

ール」を毎年実施しております。今年度も、コンクール実施期間中、無事故・無違反のド

ライバーを表彰いたします。 
多数の方のご応募をお待ちしています。 

令和２年度無事故・無違反ドライバーコンクール実施要領

１．応募資格

令和 年 月 日現在、近畿共催に契約のあ

る組合員

２．応募方法

令和 年 月末までに会社単位で、エントリ

ー用紙を共済あてにファックスしてください。

３．コンクール対象ドライバー

① 令和 年 月 日～令和 年 月 日

の１年間在職者

② コンクール期間中、無事故・無違反である者

③ 営業用自動車の運転業務に専従している者

※１組合員の参加ドライバー人数は、令和 年 月 日現在の対人共済契約台数を上

限とします。

４．参加要項

コンクール期間終了後、エントリーいただきました組合員様から下記の書類の提出

をお願いいたします。（令和 年 月頃に提出のご案内を差し上げます）

５．表彰の内容 無事故・無違反を達成されたドライバーに賞状と記念品を贈呈します。

送り先は 事故防止サービス課 Tel：06-6965-2826 Fax：06-6965-2838 
 

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を

近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

お問い合わせ・ご連絡は 当組合奈良事務所 ０７４３―５９－１７０１まで
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近畿交通共済協同組合
〒536-0014　大阪市城東区鴫野西2丁目11-2　　TEL.06-6965-2828（代）  FAX.06-6965-2838

達成ドライバー様には賞状及び記念品を贈呈！

応募資格 令和2年4月1日現在
近畿共済に契約のある組合員様

令和2年4月末までに会社単位で
エントリー用紙を共済宛にＦＡＸして下さい。応募方法

実施期間

心
に
ゆ
と
り
、広
が
る
や
さ
し
さ
。

無事故・無違反
優良ドライバー
コンクール

●コンクール対象ドライバー
コンクール期間終了後、エントリーいただいた組合員様に下記①～②の書類
提出依頼の案内文を送付いたします。（案内は令和3年4月頃に共済より発送
いたします）
①達成ドライバーの「運転記録証明書」
②達成ドライバー推薦用紙

●参加要項
①令和2年4月1日～令和3年3月31日の1年間在職者
②コンクール期間中 無事故・無違反である者
③営業用自動車の運転業務に専従している者
※但し、１組合員における参加ドライバー人数は、令和2年度当初（4/1現在）に於ける
　対人共済契約台数以内となります。

4 1 3 31水 水令和2年 令和3年

令
和
2
年
度

近畿交通共済からのお知らせ



飲酒運転の根絶に向けて！！
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事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け

る
飲
酒
運
転
事
故
件
数
（
図

１
・
２
）
は
、
平
成
24
年
ま

で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
が
、
近
年
再
び
増
加
し
て

お
り
、
特
に
28
年
に
は
37
件

の
事
故
が
発
生
、
過
去
９
年

間
で
最
悪
の
結
果
で
し
た
。

30
年
は
、
各
種
交
通
事
故
防

　
平
成
26
年
〜
30
年
に
発
生

し
た
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第

１
当
事
者
と
な
る
飲
酒
運
転

止
対
策
な
ど
が
功
を
奏
し
過

去
最
少
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
飲
酒
運
転
（
酒
酔
い

運
転
お
よ
び
酒
気
帯
び
運

転
）
の
件
数
は
い
ま
だ
減
少

傾
向
に
な
く
、「
プ
ラ
ン
２
０

２
０
」
の
目
標
で
あ
る
「
飲

酒
運
転
ゼ
ロ
」
に
は
ほ
ど
遠

い
状
況
で
す
。

事
故
を
、都
道
府
県
ご
と（
車

籍
地
別
）
に
み
る
と
、
大
阪

府
が
12
件
と
最
も
多
く
、
次

い
で
福
岡
県
の
10
件
、
北
海

道
、
兵
庫
県
の
各
９
件
、
そ

し
て
東
京
都
の
８
件
と
な
っ

て
い
ま
す
（
図
１
）。

　
一
方
、秋
田
県
、山
形
県
、

山
梨
県
、新
潟
県
、福
井
県
、

滋
賀
県
、
佐
賀
県
、
熊
本
県
、

沖
縄
県
の
９
県
で
は
ゼ
ロ
件

で
し
た
。

　
な
お
、
平
成
30
年
中
に
発

　
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
が

発
生
す
る
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー

に
は
懲
役
な
ど
の
厳
し
い
罰

則
（
図
４
）
が
科
せ
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
解
雇
や
失
業
、

さ
ら
に
は
生
活
崩
壊
や
家
庭

崩
壊
を
招
く
ケ
ー
ス
も
決
し

生
し
た
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の

人
身
事
故
件
数
は
１
万
３
４

２
８
件
と
、
最
近
10
年
で
は

順
調
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
死
者
数
に
関
し
て
も
一
昨

年
よ
り
20
人
減
少
し
て
お
り

（
図
３
）、
交
通
事
故
防
止

対
策
を
い
っ
そ
う
推
進
し
、

ゼ
ロ
を
目
指
す
こ
と
が
必
要

で
す
。

て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
運
送
事
業
者
に
与

え
る
影
響
も
非
常
に
大
き
く

（
図
５
）、
社
会
的
信
頼
性

失
墜
に
よ
っ
て
経
営
破
た
ん

に
繋
が
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
深
刻
な
事

態
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い

飲
酒
運
転
。「
飲
酒
運
転
根

絶
」
は
、
運
送
事
業
に
携
わ

る
者
全
て
の
責
務
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　
運
送
事
業
者
は
、
乗
務
開

始
前
・
乗
務
終
了
後
の
点
呼

時
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

を
使
用
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の

酒
気
帯
び
の
有
無
の
確
認
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図

６
）。

　
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た

め
、
全
ト
協
策
定
『
飲
酒
運

転
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

を
活
用
し
、
事
業
所
内
で
の

飲
酒
運
転
防
止
対
策
に
万
全

を
期
し
て
く
だ
さ
い
。

公益社団法人

ビール

500ml

▶
『
飲
酒
運
転
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
は
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す

　
死
亡
事
故
な
ど
の
重
大
事
故
に
直
結
す
る
「
飲
酒
運
転
」
が
、
い
ま
だ
に

あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
酒
酔
い
、
酒
気
帯
び
な
ど
の
飲
酒
運
転
は
き
わ
め
て

悪
質
・
危
険
な
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
本
人
や
同
乗
者
等
が
厳
し

く
罰
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
万
一
事
故
を
起
こ
せ
ば
被
害
者
や
そ
の
家
族

の
人
生
を
大
き
く
狂
わ
せ
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。ま
た
、

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
飲
酒
運
転
で
事
故
を
起
こ
し
、
飲
酒
運
転

防
止
へ
の
指
導
監
督
が
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
は
事
業
者
の
責
任
も
問
わ

れ
、事
業
停
止
や
車
両
使
用
停
止
な
ど
の
行
政
処
分
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、

社
会
的
信
用
も
失
墜
し
、経
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
事
業
者
と
し
て
点
呼
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
策
定
し
た
『
飲
酒
運
転
防

止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
点
呼
時
に
お
け
る
ア
ル
コ

ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
励
行
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
正
し
い
運
用
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
近
年
の
飲
酒
運
転
事
故
の
発
生
状
況
と
と
も
に
、
点
呼
の
実

施
と
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
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図２ 事業用トラック飲酒運転及び事故件数の推移

図３ 事業用トラック人身事故及び死者数の推移
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図 1、2、3の出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」

図4 飲酒運転に対する罰則

図5

車
籍
地
別
ワ
ー
ス
ト
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大
阪
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福
岡
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北
海
道
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兵
庫
、
東
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事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る

近
年
の
飲
酒
運
転
事
故
件
数
分
析

飲
酒
運
転
に
は
厳
し
い
罰
則

飲酒運転の根絶に向けて!!

飲
酒
運
転
は
絶
対
に「
し
な
い
！
」「
さ
せ
な
い
！
」

『飲酒運転防止対策マニュアル』活用を

掲
示
用

出典：全日本トラック協会『飲酒運転防止対策マニュアル』

図６ 点呼の実施とアルコール検知器の使用
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トラック協会・陸災防奈良県支部

３月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

1 日 13：００ ～ 令和元年度第２回運行管理者試験 奈良春日野国際フォーラム

1０ 火 1０：００ ～ 第34回奈良県適正化事業実施機関評議委員会 奈良県トラック会館

14 土 ９：００ ～ フォークリフト運転技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

17 火 1０：3０ ～ 第３回適正化実施対策委員会 奈良県トラック会館

21 土 ８：3０ ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

22 日 ８：3０ ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

28 土 ８：3０ ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

29 日 ８：3０ ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

４月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

５ 日 ８：００ ～ 移動健康診断 奈良県トラック会館

19 日 ８：００ ～ 移動健康診断 奈良県トラック会館

23 木 12：００ ～ 第１回総務委員会 奈良県トラック会館

27 月 12：００ ～ 第275回理事会 奈良県トラック会館
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品質と信頼で未来につなぐ

求荷求車ネットワーク「ＷｅｂＫＩＴ２」

　      　       　強力な経営支援ツールです！
がお応えします！！

  安定的な輸送力の確保のために

　　　　　　　・大事なお客様からの急な輸送オーダー対応

　　　　　　　・ネットワーク会員同士で輸送力を相互補完

  安心のネットワーク取引のために

　　　　　　　　　　・明確な運賃　　　　　　
　　　　　　　　　　・回収不安なし

  輸送効率化のために
　　　　　　　・配車業務のシステム化
　　　　　　　・配車担当者のスキル向上
　　　　　　　・書面化による輸送トラブル解消

  輸送効率化のために
　　　　　　　　　　・閑散期の荷物確保と繁忙期の車両確保
　　　　　　　　　　・帰り荷確保(実車率アップ）
　　　　　　　　　　・余分スペースの積み合わせ（積載率アップ）

＊運賃の集金は組合精算ですので安心です。
＊運賃の支払いは４５日サイトです。  ＊軽油・尿素の支払いは５０日サイトです。

☆輸送 ☆軽油販売
　　運賃＜実例＞ エネクスフリート　軽油価格

　　　◎大阪（茨木市）　→　埼玉（深谷市）　　　　　　大型車 12月 1月
　　　　　運賃　　８５，０００円（税抜き） １０3円 105円
　　　◎大阪（住之江区）　→　愛知（安城市）　　　　 ４トン車 （単価は日本貨物運送事業協同組合連合会

　　　　　運賃　　４３，０００円（税抜き） 　             　　（日貨協連）の全国統一価格です。）

　　アドブルー　　１L＝５２円（２０２０年１月現在）

お問い合わせ
奈良県キット事業協同組合　　〒６３９－１１０３　奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１　　

ＷｅｂＫＩＴ２

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内
　　　キット　　　　　K　　・　　I　　・　　T

今後厳しさを増す中小トラック
　　　　　　　　　　旧来型の経営体質

運送事業者を取り巻く環境

☆尿素販売

令和元年
軽油

 
深刻化する  
 

 
働き方改革で 
 

紹介業者      
（水屋）への依存 

 
協力会社、
 

取引・事業の拡大 

  生産性の向上 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 



「適正化事業・巡回指導報告書」 
奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 

 

２０２０年１月実施状況 

計 画 件 数 実 施 件 数 実 施 率 巡回延出動台(日)数 

２４件 ２０件 ８３.３％ １２台 

２０１９年度実施状況 

実 施 目 標 件 数 実 施 件 数 実 施 率 

２２０件 ２４６件 １１１.８％ 

 

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 20 0 0.0%  

 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 20 3 15.0%  

 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 20 0 0.0%  

 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 20 0 0.0%  

 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 20 0 0.0%  

 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 13 1 7.7%  

 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 20 0 0.0%  

 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 20 0 0.0%  

Ⅱ.帳簿類の整備、

報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 12 0 0.0%  

 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 1 0 0.0%  

 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 20 0 0.0%  

 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 20 0 0.0%  

 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 12 2 16.7%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 20 0 0.0%  

○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 20 0 0.0%  

 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 20 2 10.0%  

 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 20 0 0.0%  

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 20 3 15.0%  

 ６．過積載による運送を行っていないか。☆ 20 0 0.0%  

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 20 2 10.0%  

 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 20 0 0.0%  

 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。☆ 16 3 18.8%  

 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 5 2 40.0% ① 

○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 20 4 20.0% ⑤ 

○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 16 4 25.0% ③ 

○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 16 4 25.0% ③ 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 20 0 0.0%  

○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 20 0 0.0%  

 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 20 3 15.0%  
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No064 普通貨物車と高齢歩行者の横断歩道横断中の事故

■事故の概況

■ 事故の概要

Ａは配達時刻指定の荷物を指定時刻に配達し終え、ホッとしながら運転をしていました。

次の配達先は時間の指定がなく、急いで配達する必要はありませんでした。しかも配達先

まで走り慣れた道路で、配達先の住所を確認しながら運転しなくてもよい状態でした。Ａ

車の前には、普通貨物車Ｘ車が走行しており、Ａ車はそれに追従するような状態で走行し

ていました。しばらく走ったところで前方のＸ車が停車したので、Ａ車も続いて停車しま

した。ふと気がつくと、次の配達先に向かうには右折しなければならない交差点でした。

信号が青に変わりＸ車が発進したのでＡもつられて動き出し、いつもほとんど歩行者のい

ない交差点の横断歩道のあたりで、特に注意もせず漫然と右折を開始しました。そのとき、

横断歩道を横断中のＢが目の前におり、はっとしてＡは急ブレーキをかけましたが間に合

わずＢと衝突しました。

一方Ｂは衝突地点から約40m離れたバス停で下車して歩いていました。事故の起きた横

■ 事故から学ぶ

普通、私たちは緊張するとその後には弛緩するものです。年齢や経験など人によって大

きく異なるでしょうが、人間が連続して緊張していられるのは約30分間と言われてます。

運転中にも無意識のうちにこの緊張と弛緩を小刻みに繰り返しているのです。しかし、緊

張すべきポイントで弛緩していると今回の事例のように注意が散漫になって安全の確認が

不適切になってしまいます。緊張すべきところでしっかり緊張して安全確認をすることは、

運転免許を取得した人が当たり前のこととしてやらなければならないことです。

事故類型：人対車両

発生日時：朝 晴れ

当事者Ａ：普通貨物車 30歳代 男性

当事者Ｂ：歩行者 70歳代 女性

公益財団法人　交通事故総合分析センター
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断歩道のある交差点の歩行者用信号が青になったので、Ｂは横断歩道上を横断し始めまし
た。横断歩道の中央付近まで進んだとき、Ｂは左方向から右折してきたＡ車にはね飛ばさ
れました。

「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

普通貨物車と高齢歩行者の横断歩道横断中の事故

事業用自動車事故事例 №55
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奈良県警察本部からのお知らせ

や 夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯

ま 待った、飲酒運転。ハンドルキーパーで安全・安心

と 止まってゆずろう、横断歩道は歩行者優先

じ 自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転
○自転車事故の推移

○当事者種別死者数(人)横断歩道で横断しようとしている人や
横断中の人がいるのに停止しなかった
り、歩行者の通行を妨害した場合、
横断歩行者等妨害等違反として検挙の
対象となります。

道路横断中の歩行者が被害に遭
う交通死亡事故が、いまだに多
く発生しています。

自転車利用者の交通ルール違反が原因となる
交通事故が多く発生しています。
自転車安全利用五則を理解して自転車の交通
ルールとマナーを守りましょう。

二輪車

原付車

自転車

歩行者

四輪車
(同乗を含む)

夕暮れ時は、自分の存在を知らせるためにも、早めに前照灯を点灯
するとともに、対向車や先行車がいないときなど、周りの迷惑になら
ないときは、基本的にハイビーム（上向き）を活用しましょう。

ロービーム
（下向き）４０ｍ

ハイビーム
（上向き）１００ｍ

上向き点灯の励行

～交通安全「やまとじ」の実践～

マナーアップ大和路２０２０

●知っていますか！

違反点数 ２点
反則金 大型１２，０００円

普通 ９，０００円
二輪 ７，０００円
原付 ６，０００円

車で飲食店に行き、
飲酒する時にお酒を
飲まない人を決めて
おき、仲間を安全に
自宅まで送り届ける
運動です。

横断中

その他

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５．子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用 則

右側通行危な～い
自転車の人身事故（件）

区 分

自転車の死者数（人）

○ 自転車事故の推移

ハンドルキーパー運動

夜間は、自分の存在が目立つ、
反射材を着けましょう。

●飲酒運転を徹底検挙します！

○ 飲酒運転による交通事故（自転車を含む）件数
４７件（うち死亡事故７件、死者７人）

○ 飲酒運転の検挙数
３２８件（前年同期比＋４９件）

○ 行政処分（飲酒運転）決定数
・免許取消処分２３６人 ・免許停止処分４２人

（令和元年１２月末現在）

〇着用（使用）率 （令和元年全国調査）（一社）日本自動車連盟・警察庁

○シートベルトの致死率比較シートベルトの着用と
チャイルドシートの正
しい使用は、運転者や
同乗者が最初に出来る
安全対策です。

シートベルトの全席着用・チャイルドシートの使用

非着用

4 人

153 人

着用

5 人

2322 人
死 者

死 傷 者

致 死 率

区 分

一般道路
高速道路等

（自動車専用道路を 含む）
区分

ﾁｬｲ ﾙ

ﾄ ﾞｼ ｰﾄ
後部席助手席運転席

奈良県

全国平均

運転席 助手席 後部席

○～ 無事帰る ベルトに託す

CS=チャイルドシート



日時：令和２年２月20日㈭ 午前10時30分
場所：近畿運輸局

令和元年度　近畿運輸局長表彰受賞

　令和元年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰式が行われ、経営者表彰におきまして、西川直利　株式
会社運代表取締役社長が受賞されました。
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交通安全・事故防止啓発資料の撮影

　株式会社大林組　奈良国際Ｃ　施設工事事務所副所長平野一路様、奈良県警察本部交通部交通機動隊
（大西克昌 隊長）の白バイ隊員等多くの皆様のご支援とご協力をいただき啓発資料を撮影することができ
ました。

撮影場所・奈良県コンベンションセンター（２月12日・工事中）
～ 奈良市三条大路１丁目地内　奈良市役所南側 ～
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